
 

 

・下水道責任技術者登録申請書に上記の書類を添付して申請してください。(郵送可) 

・手数料は、責任技術者証交付時のお支払いとなります。 

 郵送での交付を希望する場合、先に納付書にてお支払い後の証発送となります。 

納付書用・証用それぞれの返信用封筒(切手貼付済のもの。証用については特定記録等の記録付郵便にて発送のため、必要な金額の切

手＋記録付郵便相当料金を貼付)を添えて提出してください。宛先は届出の住所となります。 

前述以外を希望する場合、「本人確認及び委任状について」をご覧ください。 

・勤務先の指定工事店の専属責任技術者として追加登録する場合には、下水道指定工事店異動届書(専属の責任技術者の異動)が必要と

なりますので、併せてご提出ください。 

・提出いただいた書類の返却はいたしません。 

添 付 書 類 注 意 事 項 

 合格証または修了証の写し 有効期限内のもの 

 条例第６条の２第４項第１号から第３号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類  

 写真２枚 

 
・縦 30mm×横 24mm 

・裏に氏名を記入すること 


